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ペ
ー
ジ
番
号
を
市

　の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
で
入
力
し
て
み
よ
う
。

関
連
ペ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
よ
。

HP

特
　
集

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

知知

得得

作
る
な
ら
今
、
　   

っ
て
　   

す
る

▲マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

◎マイナンバーカードの申請方法　マイナンバー通知カードの下部の交付申請書に必要事項を記入し、顔
写真を貼って、同封されている返信用封筒で郵送してください。また、パソコンやスマートフォンから申
請することもできます。申請から交付までは1～ 2カ月ほど掛かります。なお、交付申請書に記載されて
いる住所・氏名などに変更があった場合は、お持ちの交付申請書は使用できません。変更があった場合は、
本人確認書類2点と顔写真をお持ちの上、直接、市民課、各 区・ 出の窓口で申請してください。

将
来
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
で
で
き
る
こ
と

■
健
康
保
険
証
の
代
わ
り
に

　

２
０
２
０
年
度
か
ら
、
医
療

機
関
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
提
示
す
る
だ
け
で
、
健
康
保

険
証
の
代
わ
り
と
し
て
利
用
で

き
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

■
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
集
約
さ

れ
　
ま
す
ま
す
便
利
に

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
１
枚

に
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
集
約
で

き
る
ワ
ン
カ
ー
ド
化
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

将
来
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

入
場
券
、
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
な

ど
の
本
人
確
認
証
、
オ
ン
ラ
イ

ン
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
が
で
き
る
他
、
デ
ビ
ッ

ト
カ
ー
ド
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
な
ど
と
し
て
の
利
用
も
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
。

問
市
民
課
☎（
632
）５
２
６
６

手
続
き
が
必
要
で
す
。

▽
そ
の
他　

証
明
書
の
自
動
交

付
機
は
、
富
屋
区
は
２
０
１
９

年
12
月
末
、
市
役
所
・
雀
宮
区

は
２
０
２
０
年
12
月
末
に
廃
止

と
な
り
ま
す
。

■
公
的
な
身
分
証
明
書

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
と
本

人
確
認
が
同
時
に
必
要
な
場
面

で
は
、
こ
の
１
枚
で
済
む
唯
一

の
カ
ー
ド
で
す
。
ま
た
、
運
転

免
許
証
と
同
様
に
顔
写
真
付
き

の
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て

利
用
で
き
ま
す
。

▽
主
な
利
用
場
面　

金
融
機
関

に
お
け
る
口
座
開
設
、パ
ス
ポ
ー

ト
の
新
規
発
給
、
就
職
の
際
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
な
ど
。

■
電
子
申
請
な
ど
の
利
用

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
搭

載
さ
れ
る
電
子
証
明
書
を
利
用

し
て
、
確
定
申
告
の
電
子
申
告

や
各
種
行
政
手
続
き
な
ど
を
確

認
で
き
る
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」

を
利
用
で
き
ま
す
。

今
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
で
で
き
る
こ
と

■
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

　

全
国
約
５
万
４
０
０
０
店
舗

の
コ
ン
ビ
ニ
に
設
置
し
て
あ
る

マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
（
キ
オ
ス
ク

端
末
）
を
利
用
し
て
、
住
民
票・

印
鑑
登
録
証
明
書
・
所
得
証
明

書
な
ど
の
公
的
な
証
明
書
を
取

得
で
き
ま
す
。

▽
利
用
時
間　

午
前
6
時
30
分

～
午
後
11
時
。
土
・
日
、
祝
休

日
も
利
用
可
。
た
だ
し
年
末
年

始
を
除
く
。

▽
取
得
で
き
る
証
明
書　

住
民

票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、

戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
の
附
票
、

課
税
証
明
書
、
所
得
証
明
書
。

▽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保　

3

回
連
続
で
パ
ス
ワ
ー
ド
を
間
違

え
て
入
力
し
た
場
合
、
ロ
ッ
ク

が
掛
か
り
利
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
ロ
ッ
ク
解
除
に
は
、
住

民
票
の
あ
る
市
町
村
窓
口
で
の

マイナンバーカードの
申請をお手伝いします

1企業等一括
申請　本市で
は、市職員が
市内の企業な
どを訪問し、
マイナンバーカードの申請を一括で
受け付ける「企業等一括申請」を実
施しています。
　申請の受け付けは、市内の企業な
どにお勤めの人であれば、市外に住
民票がある人でも可能です。また、
マイナンバーカードは、2カ月程度
で、住民票のある市区町村から申請
者の住所宛てに「本人限定受取郵便」
で送付しますので、市役所に行く必
要がなく便利です。企業等一括申請
を希望する場合は、市民課へお問い
合わせください。

2タブレット端末を利用した申請の
補助　マイナンバーカードの交付申
請手続きの負担を軽減するために、
市民課窓口で、タブレット端末を利
用して、顔写真の撮影（無料）と電
子申請の手続きを行っています。
　手軽に交付申請手続きができます
ので、ぜひご利用ください。なお、
マイナンバーカードの交付手数料
は、初回は無料です。
▽受付時間　午前8時30分～午後7
時。
▽受付場所　市民課（市役所１階）。
▽必要書類　運転免許証やパスポー
ト、健康保険証などの本人確認書類
2点。
▽その他　タブレット端末で撮影す
る写真は、写真機やお店で撮影する
写真よりも、画質が劣ります。
　なお、撮影した顔写真は、申請手
続き後、データを消去しますので、
お渡しすることはできません。

ページ番号
1003581

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、公
的
な
身
分
証
明
書
の
他
、

身
近
な
場
所
で
証
明
書
が
取
得
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
や
電
子
申
請
の
利
用
（
※
）
が
で
き
ま
す
。
今

後
、
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
る
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス

が
順
次
拡
大
し
て
い
く
予
定
で
す
。
ま
す
ま
す
便
利
に
な

る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
電
子
証
明
書
の
搭
載
が
必
要
で
す
。

▲マイナンバーカード


